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玄米及び精米品質表示基準の見直しについて（案）

平成２０年１２月２日

農 林 水 産 省

１ 趣旨

食品の表示に関する共同会議において表示事項の見直しが検討された玄米及び

（ ） 、精米品質表示基準 平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１５号 について

以下の見直しを行う。

２ 内容

米の農産物検査等検討会において、農産物検査を受けたものでも異品種の混入

があることが報告されたことを踏まえ、

一括表示内の原料玄米欄において、現行の％（百分率）表示の義務づけを廃止

し、

（１）単一原料米については 「単一の原料米」である旨を記載し、使用割合、

欄を削除する

（２）ブレンド米については、割の単位での表示を義務付ける

改正を行う。



玄米及び精米品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１５号）一部改正案新旧対照表

改 正 案 現 行

（適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 （略） 第１条 この基準は、生鮮食品品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１４号）の

別表に掲げる農産物のうち、玄米及び精米（容器に入れ、又は包装されたものに限る。）に適用す

る。

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

用 語 定 義

玄米 もみから、もみ殻を取り除いて調製したものをいう。

精米 玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したものをいう。

もち精米 精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まない精米をいう。

うるち精米 もち精米以外の精米をいう。

原料玄米 製品の原料として使用される玄米をいう。

（表示事項） （表示事項）

第３条 （略） 第３条 玄米及び精米の品質に関し、販売業者（精米につき、精米工場が表示する場合には、その者

を含む。以下「販売業者等」という。）が表示すべき事項は、生鮮食品品質表示基準第３条の規定

にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 名称

(2) 原料玄米

(3) 内容量

(4) 精米年月日（原料玄米を精白した年月日をいう。以下同じ。）

(5) 販売業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号

２ 玄米にあっては、販売業者が表示すべき事項は、前項第４号に掲げる事項に代えて、調製年月日

（原料玄米を調製した年月日をいう。以下同じ。）とする。

３ 輸入品であって、精米年月日又は調製年月日が明らかでないものにあっては、第１項第４号又は

前項に規定する事項に代えて、輸入年月日とする。

（表示の方法） （表示の方法）

第４条 前条第１項第１号から第５号までに掲げる事項の表示に際しては、販売業者等は、生鮮食品 第４条 前条第１項第１号から第５号までに掲げる事項の表示に際しては、販売業者等は、生鮮食品

品質表示基準第４条の規定にかかわらず、次の各号に規定するところによらなければならない。 品質表示基準第４条の規定にかかわらず、次の各号に規定するところによらなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 原料玄米 (2) 原料玄米

原料玄米の表示を、次に定めるところにより記載すること。 原料玄米の表示を、次に定めるところにより記載すること。

ア 産地、品種及び産年（生産年をいう。以下同じ。）が同一である原料玄米を用い、かつ、当 ア 産地、品種及び産年（生産年をいう。以下同じ。）が同一である原料玄米を用い、かつ、当

該原料玄米の産地、品種及び産年について証明（国産品にあっては、農産物検査法（昭和２６ 該原料玄米の産地、品種及び産年について証明（国産品にあっては、農産物検査法（昭和２６

年法律第１４４号）による証明をいい、輸入品にあっては、輸出国の公的機関等による証明を 年法律第１４４号）による証明をいい、輸入品にあっては、輸出国の公的機関等による証明を

いう。以下同じ。）を受けた原料玄米にあっては、「単一原料米」と記載し、その産地、品種 いう。以下同じ。）を受けた原料玄米にあっては、産地、品種、産年及び使用割合（原料玄米



及び産年を併記することとし、この場合における産地は、国産品にあっては都道府県名、市町 の製品に占める重量の割合をいう。以下同じ。）を表示することとし、この場合における産地

村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名又は一般に知られている地 及び使用割合は、次の各号に規定するところにより記載すること。

名を記載すること。 (ｱ) 産地

国産品にあっては都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっ

ては原産国名又は原産国名及び一般に知られている地名を記載すること。

(ｲ) 使用割合

「１００％」と記載すること。

イ アに規定する原料玄米以外の原料玄米を用いる場合には、「複数原料米」等原料玄米の産地 イ アに規定する原料玄米以外の原料玄米を用いる場合には、「複数原料米」等原料玄米の産地

、品種若しくは産年が同一でないか、又は産地、品種若しくは産年の全部若しくは一部が証明 、品種若しくは産年が同一でないか、又は産地、品種若しくは産年の全部若しくは一部が証明

を受けていない旨を記載し、その産地及び使用割合（原料玄米の製品に占める重量の割合をい を受けていない旨を記載し、その産地及び使用割合を併記すること。この場合、国産品にあっ

う。以下同じ。）を併記すること。この場合、国産品にあっては「国内産 △割」と、輸入品 ては「国内産 △△％」と、輸入品にあっては原産国ごとに「○○産 △△％」と、国産品及

にあっては原産国ごとに「○○産 △割」と、国産品及び原産国ごとの使用割合の多い順に記 び原産国ごとの使用割合の多い順に記載し、「○○」には国名、「△△」には使用割合を表す

載し、「○○」には国名、「△」には使用割合を表す数字を記載すること（イからエにおいて 数字を記載すること（イからエにおいて同じ。）。

同じ。）。

ウ イの場合において原料玄米に産地、品種又は産年について証明を受けたもの（以下「証明米 ウ イの場合において原料玄米に産地、品種又は産年について証明を受けたもの（以下「証明米

」という。）が含まれている場合にあっては、当該証明米についてイの規定による「国内産 」という。）が含まれている場合にあっては、当該証明米についてイの規定による「国内産

△割」又は「○○産 △割」の表示の次に括弧を付して産地、品種及び産年の３つの表示項目 △△％」又は「○○産 △△％」の表示の次に括弧を付して産地、品種及び産年の３つの表示

の全部又は一部をそれぞれに対応する使用割合と併せて記載することができる。なお、この場 項目の全部又は一部をそれぞれに対応する使用割合と併せて記載することができる。なお、こ

合において産地はアに規定するところにより記載し、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞ の場合において産地はアの(ｱ)に規定するところにより記載し、次の各号に掲げる場合にあっ

れ当該各号の定めるところにより記載すること。 てはそれぞれ当該各号の定めるところにより記載すること。

(ｱ)～（ｳ） （略） (ｱ) 複数の証明米について表示する場合にあっては、当該証明米の使用割合の多い順に記載す

ること。

(ｲ) 複数の証明米を混合して用いた場合にあっては、当該複数の証明米のうち一部の証明米の

みについて表示することができる。

(ｳ) 産地、品種及び産年の３つの表示項目の一部を表示する場合にあっては、表示するすべて

の証明米について表示項目をそろえて記載すること。

エ イの場合において原料玄米に産地、品種及び産年の全部について証明を受けていない原料玄 エ イの場合において原料玄米に産地、品種及び産年の全部について証明を受けていない原料玄

米（以下「未検査米」という。）が含まれている場合にあっては、当該未検査米についてイの 米（以下「未検査米」という。）が含まれている場合にあっては、当該未検査米についてイの

規定による「国内産 △割」又は「○○産 △割」の表示の次に括弧を付して「未検査米△割 規定による「国内産 △△％」又は「○○産 △△％」の表示の次に括弧を付して「未検査米

」と記載することができる。 △△％」と記載することができる。

(3)（略） (3) 内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。ただし、精麦又は

雑穀を混合したものにあっては、精麦又は雑穀を合計した内容重量とし、内容重量の表示の次に

括弧を付して精麦又は雑穀の最も一般的な名称にその重量及び単位を併記して記載すること。

(4)（略） (4) 精米年月日

ア 調製年月日、精米年月日又は輸入年月日を次の例のいずれかにより記載すること。ただし、

(ｲ)、(ｳ)又は(ｴ)の場合であって、「．」を印字することが困難であるときは「．」を省略す

ることができる。この場合において、月又は日が１桁の場合は、２桁目は「０」とすること。

(ｱ) 平成１２年４月１日

(ｲ) １２．４．１



(ｳ) ２０００．４．１

(ｴ) ００．４．１

イ 調製年月日、精米年月日若しくは輸入年月日の異なるものを混合したものにあっては、最も

古い調製年月日、精米年月日又は輸入年月日を記載すること。

２ 前条に規定する事項の表示は、前項第２号アの場合にあっては別記様式１により、同号イの場合 ２ 前条に規定する事項の表示は、別記様式により、容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示し

にあっては別紙様式２により、容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示しなければならない。 なければならない。

（表示禁止事項） （表示禁止事項）

第５条 （略） 第５条 生鮮食品品質表示基準第６条第１号及び第３号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、こ

れを表示してはならない。ただし、(5)及び(6)に掲げる事項については、前条に規定するところに

より表示する場合を除く。

(1) 第３条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

(2) 原料玄米が国産品であり、かつ、未検査米である場合については、その産地について都道府県

名、市町村名その他一般に知られている地名を表す用語、原料玄米が輸入品であり、かつ、未検

査米である場合については、その産地について一般に知られている地名を表す用語

(3) 未検査米の原料玄米にあっては、品種又は産年を表す用語

(4) 「新米」の用語（原料玄米が生産された当該年の１２月３１日までに容器に入れられ、若しく

は包装された玄米又は原料玄米が生産された当該年の１２月３１日までに精白され、容器に入れ

られ、若しくは包装された精米を除く。）

(5) 原料玄米のうち使用割合が５０％未満であるものについて、当該原料玄米の産地（国産品又は

輸入品の別を含む。以下同じ。）、品種又は産年を表す用語（使用割合を、産地、品種又は産年

を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く。

）

(6) 産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち最も大きく表示し

てあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産地、品種及び産年が同一でな

い原料玄米を用いていることを示す用語

別記様式１（第４条関係）

名 称

産 地 品 種 産 年

原 料 玄 米

内 容 量

精 米 年 月 日

販 売 者

別記様式２（第４条関係） 別記様式（第４条関係）

名 称 名 称

産 地 品 種 産 年 使 用 割 合 産 地 品 種 産 年 使 用 割 合

原 料 玄 米 原 料 玄 米

内 容 量 内 容 量



精 米 年 月 日 精 米 年 月 日

販 売 者 販 売 者

備考 備考

１ 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。

２ 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する１２ポイント（内容量

が３キログラム以下のものにあっては、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する８ポイ

ント）の活字以上の大きさの統一のとれた活字としなければならない。

３ この様式中「名称」とあるのは、これに代えて、「品名」と記載することができる。

４ 産地、品種又は産年を表示しないものにあっては、この様式中その項目を省略することができ

る。

５ 産年及び精米年月日をこの様式に従い表示することが困難な場合には、この様式の産年及び精

米年月日の欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。

６ 玄米にあっては、この様式中「精米年月日」を「調製年月日」とすること。

７ 輸入品であって、調製年月日又は精米年月日が明らかでないものにあっては、この様式中「調

製年月日」又は「精米年月日」を「輸入年月日」とすること。

８ 表示を行う者が精米工場である場合にあっては、この様式中「販売者」を「精米工場」とする

こと。

９ この様式は、縦書とすることができる。

１０ この様式の枠を記載することが困難な場合には、枠を省略することができる。



第３５回食品の表示に関する共同会議

厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会

食品表示調査会

農林水産省 農林物資規格調査会表示小委員会

日時：平成２０年７月２８日（月）

１４：００～１６：００

場所：農林水産省７Ｆ 共用第１０会議室

議事次第

１．開会

２．議事

（１）玄米及び精米品質表示基準の見直しについて

（２）最近の食品表示をめぐる情勢について

（３）その他

３．閉会

配付資料

資料１ 玄米及び精米品質表示基準の改正案について

資料２ 加工食品の原料原産地表示をめぐる最近の情勢等について

資料３ 消費者行政推進会議取りまとめ （抜粋）

～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～

平成２０年６月 消費者行政推進会議

資料４ [プレスリリース]養殖うなぎの原産地表示の適正化について



 
 

厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会
及び農林水産省農林物資規格調査会表示小委員会委員名簿 

（食品の表示に関する共同会議委員名簿）  
               【H20.7 現在】 

 阿久澤
あ く ざ わ

 良造
りょうぞう

 日本獣医生命科学大学教授 

 板倉
いたくら

 ゆか
ゆ か

子
こ

 消費生活アナリスト 

 上谷
うえたに

 律子
り つ こ

 財団法人 日本食生活協会常務理事 

 宇野
う の

 亜里子
あ り こ

 全国農業協同組合中央会営農・経済事業改革推進部食の安全・安心対策室長 

 小笠原
おがさわら

 荘一
しょういち

 日本チェーンストア協会常務理事 

 神田
か ん だ

 敏子
と し こ

 前・全国消費者団体連絡会事務局長 

○ 岸
きし

 玲子
れ い こ

 北海道大学教授 

 信太
し だ

 英
えい

治
じ

 財団法人 食品産業センター企画調査部長 

◎ 田島
た じ ま

 眞
まこと

 実践女子大学教授 

 丹
たん

 敬二
けい じ

 日本生活協同組合連合会営業本部カスタマーサービス推進部部長 

 坪野
つ ぼ の

 吉
よし

孝
たか

 東北大学教授 

 長野
な が の

 み
み

さ
さ

子
こ

 東京都杉並区杉並保健所長 

 増田
ます だ

 淳子
あつ こ

 ジャーナリスト 

 松田
まつ だ

 りえ
り え

子
こ

 国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 (五十音順、敬称略)  
◎は座長、○は座長代理 



パブリック・コメント等募集結果

規制の設定又は改廃に係る意見の提出手続きに寄せられた意見・情報

（玄米及び精米品質表示基準の改正案）

１．改正案に係る意見・情報の募集の概要（募集期間：H20.8.1～H20.9.1）

(1)受付件数 ２４件

(2)意見・情報

別紙のとおり

２．事前意図公告によるコメント（募集期間：H20.9.24～H20.11.23)

受付件数 なし



（別 紙）

玄米及び精米品質表示基準の改正案に対して寄せられた御意見・情報等

に対する考え方について

御意見の概要 当省の考え方

現行の表示制度を維持すべきである。 原料玄米の産地、品種及び産年を表示

（他４件） するには、農産物検査法に定める農産物

「％」表示から「割」表示に変更すること 検査による証明が必要です。しかしなが

の意義がわからない。 ら、現状として、複数品種を生産してい

（他４件） る農業経営において、収穫機、乾燥機、

籾摺機、調整機といった作業機内で他品

種の玄米が混入することがあり、農産物

検査による証明を受けた原料玄米であっ

ても、わずかに他品種の玄米が混入して

いることがあります。このような、意図

しない他品種のわずかな混入が起こりう

る現状に照らして、「○○産100％」と

いう表示は消費者に誤認を与える可能性

があることから、「単一原料米」という

表示に改めるというのが、今回の改正案

の趣旨です。同様な理由から、複数原料

米についても、「○○産80％、△△産20

％」と表示してあっても、他品種がわず

かに混入している可能性があり、使用割

合が１％の単位まで厳密に正しいとは言

えないことから、より現状に即した「○

○産８割、△△産２割」という表示に改

めるというものです。

「割」表示よりも「％」表示の方が信頼で 考え方は上と同じです。

きる。より大まかな表示へと表示基準が緩 なお、○○産と△△産を7.5対2.5とい

和されることに不安を感じる。 った割合で使用した場合は、「○○産7.

5割、△△産2.5割」と事実に即して表示

することになります。従って、今回の改

正は、より大まかな表示へと緩和するも

のではありません。

消費者は「100％」という表示を、他のも 農産物検査による証明を受けた原料玄米

のが１％も混入していないという厳密な意 であっても、わずかに他品種の玄米が混

味での100％と理解しているのではなく、 入していることがあるため、「○○産10

「ほぼ単一のもの」という意味で捉えてい 0％」という表示よりも「単一原料米」

る。実際、果実飲料においては、砂糖類や という表示の方が現状を正確に表してお

はちみつといった果汁以外のものが含まれ り、消費者に誤認を与えないと考えてお

ていても果汁100％と表示できるし、衣料 ります。



品においても数％の他の繊維の混入が認め 食品の意図的な不正表示に対しては、広

られている。求められていることは、意図 域で重大な違反事案に対応するために食

せざる混入が起こりうるという意味を含ま 品表示特別Gメンを配置し、関係する都

せた表現に改めることではなく、意図的な 道府県の機関と国の出先機関との間で「

不正表示を取り締まることだと思う。その 食品表示監視協議会」を設置しするなど

ためには、農政事務所や都道府県による検 、監視体制の強化を図っております。

査、モニタリングによる監視の体制を強化

し、不正を厳格に摘発し罰則を与えること

が効果的だと考える。

「割」表示に変更すると、数％の異物の混 原料玄米の産地、品種及び産年を表示す

入が許可されるように思う。例えば、91％ るには、農産物検査法に定める農産物検

が国産米で、9％が遺伝子組組換え米でも 査による証明が必要です。

、単一原料米と表示できるのはおかしい。 「％」表示から「割」表示へと変更する

ことによって、意図的な異物の混入を許

容するということはありません。

なお、本改正案は遺伝子組換えの議論と

は全く別の改正です。

遺伝子組換えの米を推進するために表示方 どのような経緯からこのような意見がよ

法を改正するのであれば、反対する。 せられたのかは不明ですが、本改正案は

（他５件） 、遺伝子組換えの議論とは全く別の改正

です。また、議論の対象にもなっており

ません。

注)上記以外の御意見については、告示案の内容に関する御意見ではなかったため、参考

として賜ります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




